
 

『特例事業承継税制関連 最新状況をまとめ掲載―国税庁』 
 

 国税庁は、法人版事業承継税制に関する一連のお知らせを以下の通り掲載した。 

【非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除のあらまし】法人版事業承継税制の概要

を掲載。贈与税と相続税、それぞれについて、チャートや図表により特例措置の適用を前提として記載

しつつ、一般措置と特例措置とで異なる部分については別途、その内容を載せている。 

【非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除に係る災害時に関する措置の概要】災害

等により被害を受けた会社に係る非上場株式等に対する制度の適用に当たって講じられる、〇納税猶

予の免除事由の追加 〇納税猶予期間中の事業継続要件等の緩和 〇

相続税の納税猶予の適用要件の緩和、の３つの措置について掲載。 

【法人版事業承継税制の適用を受けられている方に～継続届出書の提

出について～】納税猶予期間中に提出する必要がある継続届出書につ

いて、手続の流れや添付書類等の概要を説明している。 

【年次報告書・継続届出書の「報告基準日」について】報告基準日は延

長後の申告期限に基づくこと、報告基準日に誤りがあった場合は年次報

告書の再提出が必要になる等明記。申告期限が延長されている主な例、

継続届出書の提出の流れも載せている。 
 

『６５歳以上の就業者数上昇傾向 ２０年連続で前年を上回る』 
 

 内閣府は令和６年版「高齢社会白書」を公表した。高齢社会白書は、高齢社会対策基本法に基づき、

平成８年から毎年政府が国会に提出している年次報告書だ。高齢化の状況や政府が講じた高齢社会

対策の実施の状況、また、高齢化の状況を考慮して講じようとする施策について明らかにしている。今回

公表された白書によると、令和５年１０月１日現在の総人口は１億２，４３５万人、６５歳以上人口は３，６２

３万人で、高齢化率は２９．１％となっている。健康への配慮や年金の不安もあってか、人口の約３割に達

する６５歳以上は就労意欲も高く、就業者数は２０年連続で前年を上回る結果となった。 

 ６５～６９歳における就労率は５２．０％となっており、半数を越

えている。７０～７４歳でも３４．０％で、働けるうちはいつまでも働

きたいという高い意欲を持つ高齢者が多いことがわかる。７５歳

以上の労働力人口比率は１１．５％で平成２７年以降、上昇が

続いている。労働力人口に占める６５歳以上の割合は１３．４％

で、こちらも長期的に上昇傾向にある。 

 少子化による労働力不足に歯止めがかからない状況下、健

康で意欲的な高齢者をいかに戦力にするか、企業としても今

後の重要な経営課題になっているようだ。   

           

出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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